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用途地域等の変更に係る
都市計画素案の説明会

令和３年２月13日（土） 四つ木地区センター

２月16日（火） 葛飾区役所

２月21日（日） 金町地区センター
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１．変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて
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都内では、平成16 年の用途地域等の一斉見直し以降、地域の

まちづくりの進捗に合わせ、部分的に用途地域を変更してきました。

一方、前回の一斉見直しから約16 年が経過している中で、道路

の整備による地形地物の変更（変化）が多く発生したことにより、用

途地域等の指定状況と現況との不整合などが見られることから今

回、これに伴う用途地域等の変更を都内において一括して実施す

ることとなりました。

本日の説明会は、東京都からの依頼に基づいて葛飾区が作成し

た、用途地域等の変更（素案）についてご説明させていただくもの

です。

１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて
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用途地域は地域の特性を生かし、調和のとれた街づくりのため
に、住宅・店舗・工場等の建物の用途や大きさなどのルールを定
めるものです。

都市には、住宅・工場・店舗・事務所などのさまざまな用途の建
物があります。これらの建物が無秩序に建てられると、騒音や日
照阻害等により、生活環境が悪化したり、災害に弱い街になったり
します。そうしないために、都市全体の土地利用の計画に基づい
て地域を区分し、建物利用目的・構造・形態を定めています。

用途地域
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

用途地域の種類

住居系、商業系、工業系に大別され13種類に区分されます。用

途地域は、その目的に応じて用途の制限があります。

葛飾区では、第二種中高層住居専用地域、準住居地域、田園

住居地域、工業専用地域を除く9種類の用途地域が存在します。

用途の制限用途の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて 用途の制限

用途地域の種類 地域の目的と制限内容

住

居

系

第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域。小規模
な店舗や事務所をかねた住宅、
小中学校などが建てられる。

第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域。小
中学校などのほか、150㎡まで
の一定の店舗などが建てられる。

第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域。病院、
大学、500㎡までの一定の店舗
などが建てられる。

第二種中高層住居専用地域

＊区内該当なし

主に中高層住宅のための地域。
病院、大学などのほか、1,500㎡
までの一定のお店や事務所など
の必要な利便施設が建てられる。
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

用途地域の種類 地域の目的と制限内容

住

居

系

第一種住居地域
住居の環境を守るための地域。
3,000㎡までの店舗、事務所、ホ
テルなどが建てられる。

第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地
域。店舗、事務所、ホテル、カラ
オケボックスなどが建てられる。

準住居地域

＊区内該当なし

道路の沿道において、自動車関
連施設などの立地と、これに調
和した住居の環境を保護するた
めの地域。

田園住居地域

＊区内該当なし

農業と調和した低層住宅の環境
を守るための地域。住宅に加え、
農産物の直売所などが建てられ
る。

用途の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

用途地域の種類 地域の目的と制限内容

商

業

系

近隣商業地域 周囲の住民が日用品の買物な
どをするための地域。住宅や店
舗のほかに小規模の工場も建て
られる。

商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店
などが集まる地域。住宅や小規
模の工場も建てられる。

用途の制限

9



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

用途地域の種類 地域の目的と制限内容

工

業

系

準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施
設等が立地する地域。危険性、
環境悪化が大きい工場以外は、
ほとんど建てられる。

工業地域 どんな工場でも建てられる地域。
住宅や店舗は建てられるが、学
校、病院、ホテルなどは建てられ
ない。

工業専用地域

＊区内該当なし

工場のための地域。どんな工場
でも建てられるが、住宅、店舗、
学校、病院、ホテルなどは建てら
れない。

用途の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

特別工業地区

用途の制限

用途地域を補完する特別用途地区の1つ。特定の工業の利

便増進を図り、又はその利便の増進を図りつつ、これと調和し

た住居等の環境の保護を図るため、特定業種の工場等に係る

用途制限の強化及び緩和、並びに建物の構造等の制限を行う

地区となります。

用途の制限

特別工業地区

種類 内容

第1種特別工業地区
（工業地域内の一部
に指定）

工業地域内に指定
一部建物の建築及び用
途変更の制限、緩和

第2種特別工業地区
（準工業地域内の一
部に指定）

準工業地域内に指定
一部建物の建築及び用
途変更の制限、緩和
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域で、

主に駅周辺の商業系の用途地域等、高密度に建物が立地する

市街地、広域避難場所や災害時の避難路となる幹線道路沿い

などに指定されます。この地域に建てる建物には火災に強い構

造（耐火構造）が必要となります。

防火地域

準防火地域

防火地域に指定された市街地の周辺部や比較的建物の密集

度が高い地域で指定され、防火地域よりも緩やかな規制になっ

ています。

構造の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

耐火建築物、準耐火建築物等

防火地域と準防火地域の違い

４階
以上

３階

２階
以下

耐火建築物、準耐
火建築物等

耐火建築物等

木造建築物
(防火構造)

でも可

500㎡以下
500㎡超
1,500㎡以下

1,500㎡超100㎡以下 100㎡超

準防火地域防火地域種別

延べ面積

階数

構造の制限

耐火建築物等
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

建蔽率（けんぺいりつ）

●建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
●角地や防火地域内で耐火建築物を建てる場合などは緩和される。

●建蔽率の考え方

建蔽率（％）＝（建築面積／敷地面積）×100

建築面積とは、建物の壁また
は柱の中心線で囲まれた部分
の面積のこと。

形態の制限
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建築⾯積

敷地⾯積

120㎡
200㎡

敷地面積200㎡の敷地において…
建蔽率60%の場合：
建築面積120㎡まで建築可



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

容積率

●容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のこと

●容積率の考え方

形態の制限

容積率（％）＝（延べ面積／敷地面積）×100

延べ面積＝各階の床面積の合計（1階面積＋2階面積＋3階面積）
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敷地面積200㎡の敷地において…
容積率200%の場合：
床面積の合計400㎡まで建築可

200㎡

180㎡

120㎡

100㎡

※なお、前面道路の幅員によって、
制限される場合がある。



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

高さ制限
形態の制限

建物の高さは、道路斜線、隣地斜線等によって制限されています。
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隣地斜線

道路斜線



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

高さ制限

形態の制限

また、葛飾区では、第一種低層住居専用地域内における建物

の高さは10m、第二種低層住居専用地域内における建物の高

さは12mを超えて建築することができません。
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

高度地区

市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建

築物の高さの 高・ 低限度を定める地域のことです。

制限される建物の高さによって、第1種～第3種高度地区、 高限高度地

区、 低限高度地区があります。

建物の⾼さの制限

 ⽇照等の居住環境の保全
 まちなみの形成
 延焼遮断帯の形成

形態の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて 形態の制限

第1種高度地区

第2種高度地区

第3種高度地区
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

低限高度地区

形態の制限

高限高度地区
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

風致地区

都市に残る貴重な緑などの自然

環境を守り、潤いのある街にするた

めに指定します。

葛飾区風致地区条例により、江戸

川風致地区が定められています。

建物は、原則として、建蔽率40％

以下、高さ15m以下で、道路境界線

から2m、隣地境界線から1.5m、壁

面を後退させるように制限されます。

形態の制限
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中川

大場川 江戸川

金町駅

江戸川風致地区

西水元

水元

東水元

水元公園

東金町

金町

新宿

南水元

中川

亀有

青砥
柴又

松戸市

三郷市

金町浄水場

帝釈天



１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

日影規制

日照を確保するため中高層建築物を対象に定められてい

る制度です。

商業地域・工業地域以外の用途地域の中で条例で指定さ

れた地域が対象になります。敷地境界線から一定の距離

（5ⅿと10ⅿ）を超える範囲に、規制される時間以上の日影を

生じさせないようにするものです。

形態の制限
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１ 変更の経緯と用途地域等の建築制限の仕組みについて

地区計画

街区単位で、建物の建て方のルールや道路・公園等の配置
等を定めることで、きめ細かいまちづくりを行うための制度です。

地区の特性に応じ、建物の用途や高さ、壁面位置の制限等を
行うことで、良好な居住空間や街並みの形成を図るものです。

形態の制限

＜定めることができるルール 例＞
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～～休憩時間～～
再開は5分後となります。
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２．今回の変更箇所について
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第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

凡例（用途地域）

今回の変更箇所 23箇所

２．今回の変更箇所について
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２．今回の変更箇所について

変更内容の分類

分類 箇所数

（１）用途地域の境界の基準としていた地形
地物が変更した地区

22

（２）事業中または整備が完了した都市計画
道路等の沿道地区

1

合計 23
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２．今回の変更箇所について

変更前 変更後

凡例 ■第一種低層住居専用地域 ■第一種住居地域

（１） 用途地域の境界の基準としていた地形地物が変更した地区
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２．今回の変更箇所について

変更前 変更後

（２） 事業中または整備が完了した都市計画道路等の沿道地区

凡例 ■第一種中高層住居専用地域 ■第一種住居地域

■近隣商業地域
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２．今回の変更箇所について
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２．今回の変更箇所について

変更後
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２．今回の変更箇所について

東金町四丁目
平成公園

P

2.1

P

東金町

P

四丁目アパ－ト
都営東金町

2.5

2.5

金町保育園

2.7

2.4

P

P

東金町三丁目

2.1

2.1

P

P

2.5

1.6
こばとの森保育園

1.5

1.9

1.5

都
営
東
金
町
二
丁
目

第
４
ア
パ
ー
ト

都
市
機
構
金
町
第
一

老
人
ホ
ー
ム

東
か
な
ま
ち
桜
園

1.7

1.5

東
江
幼
稚
園

公

1.4

P

P

P

P

1.6

P

1.7

1.9

P

P

東金町二丁目

都営東金町
二丁目アパート

1.4

1.2

P

原
田
小
学
校

東金町小学校

公

P

2.8

P

P
1.7

1.3

1.9

P

P

P

P

1.8

1.4

P

P

1.7

P

1.8

2.0

P

東金町一丁目

都市機構金町駅前

1.8

1.7

2.3

P

P

金町駅

東金町一丁目

P

P

金町地区センタ－

1.1

1.5

P

P

こあい公園

第
２
ア
パ
ー
ト

都
営
東
金
町
二
丁
目

1.6

公

都
営
東
金
町
二
丁
目 1.4

P

1.1

2.0

2.4

1.5

P

P

P

第
３
ア
パ
ー
ト

1.5

1.5

1.7

都
営
東
金
町
二
丁
目

第
５
ア
パ
ー
ト

亀
が
岡

保
育
園

1.3

公

都
営
東
金
町

二
丁
目
第
６
ア
パ
ー
ト

ＪＲ金町変電所

一丁目アパート
都営東金町

P

P

公

2

都
市
機
構
金
町
第
二

1.0

1.4

花の木児童館

花
の
木
保
育
園

.7

1.1

1.4

1.4

金
町
中
学
校

ＪＲ常磐線

補
１
３
８

補３２７

６

１６Ｍ

２
０

Ｍ
東金町小学校

UR金町駅前団地

原田小学校

A

B

C

D

変更箇所（A～D）変更箇所②
東金町2‐21、
‐26、‐27 

32



変更箇所② 東金町2-21、-26、-27

２．今回の変更箇所について

変更後 東
江
幼
稚
園

公

都
営
東
金
町
二
丁
目

第
４
ア
パ
ー
ト

東
か
な
ま
ち
桜
園

都
市
機
構
金
町
第
一

老
人
ホ
ー
ム

1.7

1.5

1.4

P

P

1.6

P

1.9

東金町小学校原
田
小
学
校

公

東金町二丁目

都営東金町
二丁目アパート

1.2

1.4

P

1.7
P

P

1.9

1.3

P

P

P

1.4

1.8

P

P

.4

P

補
１
３８

１６Ｍ

葛
35
8号

葛
360号

葛
10
97
号
(自

歩
道
)

葛
360

号

葛
新
4
80
号

６０

一中

２００

６０

一中

２００

一住

６０

３００

６０

２００

一住

８０

近商

３００

準防

３高
準防

２高

準防

２高

準防

２高

準防

２高

道路中心同士を結ぶ線

都計道から20ｍ

道路中心

都
計

道
か

ら
20m

道路中心

都
計

道
か

ら
20m

道路中心

用途地域界（現行）

用途地域界（変更）
1:2500 100m100 20 40 60 80

A

B

C

D

33



丁
目

1.4

1.6

1.9

1.2

補
道路中心

道路中心

都
計

道
か

ら
20m

都
計

道
か

ら
20m

都計道から20ｍ

一住

６０

３００

準防

３高

準防

２高

準防

２高

準防

２高

準防

２高

８０

近商

３００

６０

一中

２００

６０

一中

２００

６０

２００

一住

用途地域境界線（現行）

用途地域境界線（変更） 50m1050 20 30 401:1000

用途地域 第一種中高層住居専
用地域 →

近隣商業地域

建蔽率 60% → 80%

容積率 200% → 300%

高度地区 第二種高度地区 →
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防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

(4)ｈ/(2.5)ｈ/（4）ｍ
→
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変更箇所② 東金町2-21、-26、-27

２．今回の変更箇所について
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変更後
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用途地域 第一種中高層住居専
用地域 →

第一種住居地域

建蔽率 60% → （変更なし）

容積率 200% → （変更なし）

高度地区 第二種高度地区 →
（変更なし）

防火地域 準防火地域 →
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域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（4）h/（2.5）h/（4）m
→ （変更なし）

変更箇所② 東金町2-21、-26、-27

２．今回の変更箇所について

B変更後
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容積率 200% → （変更なし）

高度地区 第二種高度地区 →
（変更なし）

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（4）h/（2.5）h/（4）m
→ （変更なし）

変更箇所② 東金町2-21、-26、-27

２．今回の変更箇所について
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用途地域 第一種中高層住居
専用地域 →

第一種住居地域

建蔽率 60% → （変更なし）

容積率 200% →（変更なし）

高度地区 第二種高度地区 →
（変更なし）

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地域
地区及び地区
計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（4）h/（2.5）h/（4）m
→ （変更なし）

変更箇所② 東金町2-21、-26、-27

２．今回の変更箇所について

D変更後
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用途地域 第一種住居地域
→ 商業地域

建蔽率 60% → 80%

容積率 200% → 400%

高度地区 第二種高度地区 →
指定なし

防火地域 準防火地域 →
防火地域

その他の地
域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（4）h/（2.5）h/（4）m
→ 指定なし

変更箇所③ 東金町3-1

２．今回の変更箇所について

変更後
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用途地域 準工業地域 →
近隣商業地域

建蔽率 60% → 80%

容積率 200% → 300%

高度地区 第二種高度地区 →
第三種高度地区

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画
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街区整備地区計画 →

（変更あり）

日影規制値
測定面高さ

（5）h/（3）h/（4）m
→ （変更なし）

変更箇所⑤ 東四つ木3-28、-34

２．今回の変更箇所について

変更後
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２．今回の変更箇所について

小松中学校

新小岩駅

小松南小学校

末広通り

変更箇所⑥
新小岩4-6～8、-11

変更箇所
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用途地域界（変更）
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用途地域 第一種住居地域
→ 近隣商業地域

建蔽率 60% → 80%

容積率 300% → （変更なし）

高度地区 第三種高度地区 →
（変更なし）

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（5）h/（3）h/（4）m
→ （変更なし）

変更箇所⑥ 新小岩4-6～8、-11

２．今回の変更箇所について

変更後
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２．今回の変更箇所について
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変更箇所⑦
青戸3-27 
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用途地域 商業地域 →
（変更なし）

建蔽率 80% → （変更なし）

容積率 400% → 500%

高度地区 指定なし →
（変更なし）

防火地域 防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

指定なし →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

指定なし →
（変更なし）

変更箇所⑦ 青戸3-27

２．今回の変更箇所について

変更後
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２．今回の変更箇所について

金町浄水場
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変更箇所（A,B）
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B

変更箇所⑧
金町浄水場-2、-3
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変更箇所⑧ 金町浄水場-2、-3

２．今回の変更箇所について

用途地域 第一種住居地域 →
準工業地域

建蔽率 60% → （変更なし）

容積率 300% → 200%

高度地区 第三種高度地区 →
第二種高度地区

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

柴又地域景観地区 →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（5）h/（3）h/（4）m
→ （4）h/（2.5）h/（4）m

A
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２．今回の変更箇所について

用途地域 第二種低層住居専用
地域 → 準工業地域

建蔽率 60% → （変更なし）

容積率 200% → （変更なし）

高度地区 第二種高度地区 →
（変更なし）

防火地域 準防火地域 →
（変更なし）

その他の地
域地区及び
地区計画

柴又地域景観地区 →
（変更なし）

日影規制値
測定面高さ

（5）h/（3）h/（1.5）m
→ （4）h/（2.5）h/（4）m

B
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